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平成２７年１０月１日～

１０％

７．８％

２．２％

確定消費税×２２７８

結果、課税仕入れ等の税額の計算は、税率の引き上げに伴い下記算
式の（Ａ）の分数式が「４／１０５→６．３／１０８→７．８／１１０」と変化する
ことになる。

課税仕入れに係る支払対価の額×（Ａ）＝課税仕入れ等の税額

平成２６年４月１日～
平成２７年９月３０日

８％

６．３％

１．７％

確定消費税×１７６３

～平成２６年３月３１日
（改正前）

５％

４％

１％

確定消費税×２５％

税率

消費税
（国税）

地方
消費税

地方消費税
の計算
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（一部）施行日

平成２６年４月１日

平成２７年１０月１日

（２７年）指定日

平成２５年１０月１日

平成２７年４月１日

税率

８％

１０％
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論壇
は
じ
め
に

平
成
２４
年
８
月
１０
日
に
成
立

し
た
改
革
消
費
税
法
に
よ
り
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
税

率
は
、
次
の
よ
う
に
二
段
構
え

で
引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
改
消
法
２９
、
附
則
（
平
２４
年
）

２
、
１５
）
。

税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

工
事
の
請
負
や
リ
ー
ス
契
約
な

ど
に
つ
い
て
は
平
成
９
年
の
税

率
引
き
上
げ
時
と
同
じ
よ
う
に

経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
経

過
措
置
の
う
ち
、
工
事
の
請
負

に
つ
い
て
、
改
正
法
附
則
の
内

容
を
確
認
す
る
。

請
負
工
事
の
経
過
措
置

工
事
の
請
負
に
つ
い
て
は
、

そ
の
契
約
の
締
結
か
ら
完
成
引

渡
し
ま
で
長
期
間
を
要
す
の
が

通
例
で
あ
り
、
契
約
の
時
期
に

よ
っ
て
は
新
税
率
で
の
契
約
が

で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
多
分
に
想

定
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
８
％
税
率
へ
の
切

替
日
で
あ
る
平
成
２６
年
４
月
１

日
（
施
行
日
）
よ
り
半
年
前
の

平
成
２５
年
１０
月
１
日
を
「
指
定

日
」
と
定
め
、
指
定
日
の
前
日

ま
で
に
工
事
の
請
負
等
に
関
す

る
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に

は
、
工
事
の
完
成
引
渡
し
が
適

用
日
以
降
と
な
る
場
合
で
も
旧

税
率
（
５
％
）
で
課
税
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
（
改
消
法
附
則

５
③
・
⑥
〜
⑧
）
。
ま

た
、
１０
％

税
率
へ
の
切
替
日
で
あ
る
平
成

２７
年
１０
月
１
日
（
一

部

施

行

日
）
よ
り
半
年
前
の
平
成
２７
年

４
月
１
日
を
「
２７
年
指
定
日
」

と
定
め
、
指
定
日
か
ら
２７
年
指

定
日
の
前
日
ま
で
に
工
事
の
請

負
等
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し

た
場
合
に
は
、
工
事
の
完
成
引

渡
し
が
一
部
施
行
日
以
降
と
な

る
場
合
で
も
旧
税
率
（
８
％
）

で
課
税
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

（
改
消
法
１６
）
。

こ
の
経
過
措
置
は
、
発
注
者

と
の
契
約
に
つ
い
て
だ
け
適
用

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
建
築
業

者
と
そ
の
下
請
業
者
と
の
請
負

契
約
に
つ
い
て
も
当
然
に
適
用

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
建
築
業
者
が
（
２７
年
）

指
定
日
の
直
前
に
発
注
者
と
請

負
契
約
を
締
結
し
、（
２７
年
）

指
定
日
以
後
に
こ
の
建
築
業
者

と
下
請
業
者
と
の
間
で
請
負
契

約
を
締
結
し
た
よ
う
な
場
合
に

は
、
建
築
業
者
の
売
上
げ
は
旧

税
率
で
、
外
注
費
は
新
税
率
で

課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

注
意
し
た
い
の
は
、
ど
の
よ

う
な
プ
ロ
セ
ス
で
請
負
金
額
が

確
定
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、

経
過
措
置
の
適
用
関
係
に
影
響

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
経
過
措
置
の
適
用
が

な
い
取
引
に
つ
い
て
旧
税
率
で

請
負
金
額
（
外
注
費
）
を
定
め

た
場
合
に
は
、
外
注
費
を
支
払

う
元
請
業
者
は
、
新
税
率
に
よ

り
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
を
計

算
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
下
請
業

者
は
旧
税
率
分
し
か
元
請
か
ら

収
受
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、

新
税
率
に
よ
り
課
税
標
準
額
を

計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

お
わ
り
に

改
革
消
費
税
法
の
実
施
に
伴

い
、
建
設
業
界
は
契
約
時
期
に

応
じ
て
適
用
税
率
ご
と
に
物
件

を
管
理
す
る
こ
と
が
重
要
と
な

っ
て
く
る
。
ま
た
、
元
請
か
ら

の
受
注
が
５
％
の
旧
税
率
適
用

工
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
下

請
業
者
に
支
払
う
外
注
費
に
つ

い
て
は
、
下
請
業
者
と
の
契
約

時
期
に
よ
り
、
５
％
、
８
％
、

１０
％
の
税
率
が
入
り
乱
れ
て
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
殊

更
に
注
意
が
必
要
だ
。

平
成
９
年
当
時
の
改
正
法
施

行
令
や
通
達
で
は
、
ソ
フ
ト
ウ

エ
ア
の
開
発
な
ど
に
関
す
る
請

負
契
約
も
経
過
措
置
の
対
象
に

含
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
建
物
の
譲
渡
契
約
に
つ

い
て
も
、
特
別
注
文
を
付
す
こ

と
に
よ
り
、
経
過
措
置
の
対
象

と
す
る
な
ど
の
弾
力
的
な
取
扱

い
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
今
後
の
改
正
法
施
行

令
や
通
達
の
公
表
に
よ
る
追
加

の
情
報
に
は
特
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

政
府
で
は
、
税
率
の
引
き
上

げ
に
伴
う
中
小
企
業
対
策
と
し

て
、
下
請
法
の
強
化
や
独
占
禁

止
法
の
改
正
、
は
た
ま
た
転
嫁

対
策
調
査
官
な
る
も
の
を
新
設

し
て
消
費
税
の
円
滑
な
転
嫁
を

促
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
ど
の
程
度
の
効
果

が
あ
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
は
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の

下
、
下
請
業
者
に
対
す
る
外
注

費
に
つ
い
て
、
消
費
税
の
転
嫁

を
怠
っ
た
り
不
当
な
値
引
き
を

強
要
し
た
場
合
に
は
下
請
法
な

ど
の
法
律
に
抵
触
す
る
こ
と
と

な
り
、
企
業
モ
ラ
ル
の
面
か
ら

問
題
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

価
格
の
改
定
や
会
計
シ
ス
テ
ム

の
変
更
な
ど
も
含
め
、
税
務
会

計
以
外
の
面
か
ら
も
早
め
の
対

策
と
準
備
が
必
要
で
あ
る
。

改
革
消
費
税
法

熊王征秀
【武蔵野】

【図表】請負契約日と適用税率の関係

� ５％課税される請負工事

� ８％課税される請負工事

� １０％課税される請負工事

５％
完
成

８％
完
成

１０％
完
成

契
約

Ｈ２７１０／１

一
部
施
行
日

Ｈ２７１０／１

一
部
施
行
日

Ｈ２７１０／１

一
部
施
行
日

５％
完
成

８％
完
成

契
約

Ｈ２７４／１

２７
年
指
定
日

Ｈ２７４／１

２７
年
指
定
日

Ｈ２７４／１

２７
年
指
定
日

５％
完
成

契
約

８％
完
成

Ｈ２６４／１

施
行
日

Ｈ２６４／１

施
行
日

Ｈ２６４／１

施
行
日

契
約

Ｈ２５１０／１

指
定
日

Ｈ２５１０／１

指
定
日

Ｈ２５１０／１

指
定
日

契
約
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